
 

出入国管理及び難民認定法 

第七条第一項第二号の基準を定める省令 

●法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 

一 申請人が次のいずれかに該当していること。 

イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の

専門課程に入学して教育を受けること（専ら日本語教育（日本語教育の適正かつ

確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和五年法律

第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。）第一条に規定する日本語教

育をいう。以下この項において同じ。）を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは

通信により教育を受ける場合を除く。）。 

ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の

研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。 

ハ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学

校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校（定時制を除

き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支

援学校の高等部、中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課

程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援学校の中学部、小学校

（義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）若しくは特別支援

学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは

設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること（専ら夜

間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。）。 

二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資

産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活

費用を支弁する場合は、この限りでない。 

二の二 申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を

受ける外国人の出席状況、法第十九条第一項の規定の遵守状況、学習の状況等

を適正に管理する体制を整備していること。 

三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場

合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基

づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上

聴講をすること。 
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四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下で

あり、かつ、教育機関において一年以上の日本語教育又は日本語による教育を受

けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、

国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換

計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を

受けようとする場合は、この限りでない。 

四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支

援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当して

いること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立

大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画

その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教

育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。 

イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であ

ること。 

ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であ

ること。 

ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。 

ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を

担当する常勤の職員が置かれていること。 

ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むこ

とができる宿泊施設が確保されていること。 

五 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合（専ら日本

語教育を受けようとする場合を除く。）は、次のいずれにも該当していること。ただ

し、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外

国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に

従事する場合は、イに該当することを要しない。 

イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大

臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの（以下この項において「告示日本語教育

機関」という。）若しくは認定日本語教育機関（日本語教育機関認定法第三条第一

項に規定する日本語教育機関をいう。）に置かれた留学のための課程（認定日本

語教育機関認定基準（令和五年文部科学省令第四十号）第二条第一項に規定す

る留学のための課程をいう。以下この項において同じ。）において一年以上の日本

語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日

本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校（幼稚

園を除く。）において一年以上の教育を受けた者であること。 



 

ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する

常勤の職員が置かれていること。 

六 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各

種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本

語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定

日本語教育機関であること（当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあ

っては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。）。 

七 削除 

八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受

けようとする場合（専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。）は、当該教育機

関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 

 



在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン 

 

出 入 国 在 留 管 理 庁 

平成２０年３月策定 

（最終改正令和７年１０月） 

 

 在留資格の変更及び在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法（ 以下「入管

法」という。）により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り

許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自

由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合

的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮しま

す。 

 ただし、以下の事項のうち、１の在留資格該当性については、許可する際に必要な要

件となります。また、２の上陸許可基準については、原則として適合していることが求

められます。３以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に

当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、

すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。 

 なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成２２（２０１０）年４月１日から申

請時に窓口において健康保険証の提示を求めています。 

（注）令和６年１２月２日、健康保険証の発行が廃止されたことから、同日以降、健康

保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの

「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求

めています。 

   なお、健康保険証等を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を

不許可とすることはありません。 

 

１ 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 

 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格につ

いては同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の

下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。 

 

２ 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 

 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準で

すが、入管法別表第一の二の表又は四の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行

おうとする者については、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として
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上陸許可基準に適合していることが求められます。 

 また、在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項

第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」（特定

活動告示）に該当するとして、在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民

認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる

地位を定める件」（定住者告示）に該当するとして、上陸を許可され在留している場

合は、原則として引き続き各告示に定める要件に該当することを要します。 

 ただし、申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねた

り、扶養を受ける状況が消滅する等、我が国入国後の事情の変更により、適合しなく

なることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものでは

ありません。 

 

３ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 

申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要

です。例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生に

ついては、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて

正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。また、長期間にわ

たる再入国許可による出国（みなし再入国許可による出国を含む。）がある場合につ

いても、正当な理由があるときを除き、消極的な要素として評価されます。 

 

４ 素行が不良でないこと 

 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素

として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、

不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行

った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。 

 

５ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、そ

の有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること（世帯

単位で認められれば足ります。）が求められますが、仮に公共の負担となっている場

合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十

分勘案して判断されることとなります。 

 

６ 雇用・労働条件が適正であること 

 我が国で就労している（しようとする）場合には、アルバイトを含めその雇用・労



働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。 

 なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申

請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されることとなりま

す。 

 

７ 納税義務等を履行していること 

 納税義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、履行して

いない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により

刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。 

 なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、

悪質なものについては同様に取り扱います。 

 また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについ

て、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に

取り扱います。 

 

８ 入管法に定める届出等の義務を履行していること 

  入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第

 １９条の７から第１９条の１３まで、第１９条の１５及び第１９条の１６に規定する

 在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在

 留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履

 行していることが必要です。 

  <中長期在留者の範囲> 

   入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の①～⑤の

   いずれにも該当しない人 

   ①「３月」以下の在留期間が決定された人 

   ②「短期滞在」の在留資格が決定された人 

   ③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 

   ④ ①～③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 

   ⑤ 特別永住者 



ⅰ　申出者の所属機関名及び氏名

ⅱ　申出の対象別の区分

受入れ機関等の職
員

旅行業者の職員 公益法人の職員

1
申請等取次申出に係る提出書類一覧・確認表（本
表）

◎ ◎ ◎
申出前に本表にて提出書類をご確認の上、
申出書類とともに提出してください。 有 無

◎ × × 有 無

× ◎ × 有 無

× × ◎ 有 無

3
承認を受けようとする者の写真（３．０㎝×２．
４㎝）２葉

◎ ◎ ◎

提出の日前６か月以内に撮影されたもので
あり、かつ、無帽で正面を向いたものであ
り、背景がなく、鮮明なものを提出してく
ださい。

有 無

4 承認を受けようとする者の経歴書 ◎ ◎ ◎ 有 無

5 承認を受けようとする者の在職証明書 ◎ ◎ ◎
会社の経営者（代表者）の場合に、項８の
登記事項証明書で籍が会社にあることを確
認できる場合は不要

有 無

6 在留カードの写し ◎ ◎ ◎
申出を行う者が外国人の場合は提出してく
ださい。 有 無

7
入国・在留手続に関する知識を有していることの
疎明資料

◎ ◎ ◎

出入国在留管理行政に関する研修会等の受
講（修了）証明書（写し可。）を提出する
場合は、原則発行から３年以内のものを提
出してください。
　３年以上前の受講証明書が提出された場
合、追加で資料を求めることがあります。

有 無

登記事項証明書は、法務局のホームページ
からオンラインによる交付請求を行うこと
ができます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/
static/online_syoumei_annai.html

9 旅行業営業許可書写し × ◎ × 有 無

10
入管法施行規則第６条の２第４項第１号に規定す
る「外国人の円滑な受入れを図ることを目的とす
る」ことを明らかにする資料（定款の写し等）

× × ◎ 有 無

11

本人確認資料（以下のいずれか）の写し
・本邦の公的機関が発行した身分証明書
・健康保険証
・住民票
※外国人の場合は在留カード、特別永住者証明書
の写し

◎ ◎ ◎
窓口での申出の場合でも提出してくださ
い。 有 無

12

返信用封筒（定型封筒に宛先を明記の上、必要な
額の郵便切手（普通郵便料金と簡易書留料金の合
計額 用）を貼付したもの）又はレターパックプラ
ス（赤）

○ ○ ○

承認若しくは不承認の決定の通知書等につ
いて郵送で受け取りを希望する場合に提出
してください。
　複数人の申出について、一括して郵送で
の受取を希望する場合、必要となる金額が
変わる可能性がありますので、事前に提出
先の地方出入国在留管理局へお問い合せく
ださい。

有 無

無－ ◎ ◎ × 有

申出者確認欄

番号 必要な書類

－

－

留意事項書式
○をつける。

－

－

－

対象別の区分
（提出の要否）

2

本表

－

申請等取次申出書

別記第1号様式

別記第1号様式の２

別記第1号様式の４

－

－

8

〇法人の場合
・登記事項証明書
※提出できない場合は、会社等の概要が記された
パンフレット等

〇個人の場合
・住民票の写し

－

申請等取次申出に係る提出書類一覧・確認表（新規手続用）

申請等取次申出

１．原則

（１） 申出書及び添付書類は、片面印刷のものに記載ください（ホチキスなし。）。

（２） 本表の１～１１のうち提出を要する書類について、本表の番号順に並べ、先頭に本表を付して提出ください。

（３） 提出書類に付す本表については、「申出者確認欄」に書類の添付状況について、「有」又は「無」に○を付して添付ください。

（４） 「対象別の区分（提出の要否）」欄の印の意味は以下のとおりです。

◎： 必ず提出が必要なもの。

○： 郵送による承認の申出をする場合及び承認又は不承認の決定の通知書等について郵送による交付を希望する場合に提出が必要なもの。

×： 提出が不要なもの。

（５） 提出された書類は返却できないため、原本を提出される際はご注意ください。

２．その他

追加的に資料が必要であると認められる場合などには、本表に記載している資料以外の提出を求めることがあります。

具体的な書類は別途、随時お示ししていきます。

1
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① 国籍・地域 ①
② 氏名 ① 期間 ②
③ 性別 ② 出席日／授業日（％） ②
④ 生年月日 ③
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％
① ① ①
② ～ ②
③ ② ％ ③
④ 生 ③ ％

受領日 署名

年  月  日 年  月  日

注１  同リストは、在学・出席証明書等と同等の扱いとなりますので、身分事項・在学状況・所属コース及び修了予定
　　　は正確に記載願います。修了予定は申請人の修了予定を記載してください。在留期間満了日から卒業までの残余
　　　期間が７か月未満になっている場合は、「□残り７月未満」にチェック（☑）願います。

注２  転校・コース変更等の特別な事情が生じた者については、その旨が詳細にわかる資料を添付願います。

年  月  日

年  月  日

年コース

年  月  日

年  月  日

年  月  日
年  月  日

年  月  日
年  月  日

年  月  日

申請者リスト（期間更新：　　　）

年  月  日

年  月  日
年  月  日

年  月  日 年  月  日
年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

年  月  日

年コース

出席時間／授業時間（％）

年  月  日
年  月  日 年  月  日

年  月  日
年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日
年  月  日 年  月  日

年  月  日 年  月  日

年  月  日

年  月  日 年  月  日

申請番号

年  月  日
年  月  日
年  月  日

在学状況

同時申請

年  月  日

年  月  日

申請取次者氏名

学校名

℡

番

号

申請人の入学年月日
申請人の終了予定年月日

所属コース

年コース

年コース

受理日

処理日

年  月  日

年  月  日

年コース

年コース

年コース

年コース

年コース

年コース

年  月  日

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満

男 女 資格外

残り7月未満
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